
第 、/、／、一

829

S
号 リーダ争アークラブ季

甲■bq■■■■■■◆■寺●●写申､争■ゆ■申ご申■寺●や寺■■●●甲｡●ご●●｡■■●■■●●■●■●●己■●●●■●■■●●●■■●●●●■●■●■●■｡■巴座｡。●｡●や■今■今◇句甲年■■●■■や■■●申●●●■●申■■寺｡

■●｡●由●●●●●●●■●■●●●■●凸●●■●●●●●●●凸●巳｡▲■◆●●■早●◇●●●◆■①｡合◆Gゆ■●●｡■◆■◆●●●中や●●q■■●争●●●■●｡●■｡■寺｡●■●●●｡ご■●●●●●Ca■●■●●b■●■●●｡■中

や■や■●■■■■｡●●年■守口●■争p寺■●■●■●●●■｡■己■｡●●●●●●■●●●■●●■｡●①｡｡■由り◆●●■ccq◆q串■◆■●■◆●◆■争や◆■●●◆●●●■◆■●■句ゆ●●qp■●｡■①｡●■■F■■●■●■●●｡

I蕊鳶蕊雛雛撫霧雛調溺潟謁胴難蕊臓癖発罰霧

リーダァスクラブFAXニュース

(1997*)Tft9年 5月20日火曜日

発行所 株式会社 FPｼﾐｭﾚー ｼｮﾝ
大阪市中央区平野町3－1-10Tel:06-209-7678

編集発行人：税理士三輪厚二Fax:06-209-8145

･

特別償却と税額控除はどちらが有利？

Q:当社は、今期に、電子機器利用設備を

取得しました。この設備は特別償却と税額控

除のどちらかを選択することができるそうで

すが、どちらが有利でしょうか。

J:設備を取得した初年度だけについて考

えると、特別償却を選択した方が税負担が少

なくなりますが、次年度以降はその分税負担

が多くなります。一方、税額控除ではそれだ

け税額を減らすことができます。

【解説】

電子機器利用設備を取得した場合の特別償

却又は税額控除の制度は、その設備の取得価

額の30％の特別償却又は取得価額の7％の

税額控除の選択適用が認められるという制度

で、特別償却と税額控除には次のような特徴

があります。

(1)特別償却

①特別償却をしなくても、その分について

はいずれ償却されることになります。

②特別償却の額がその年の法人税額により

制限されることはありません。また1年

間の繰り越しが認められます。

(2)税額控除

①法人税から直接差し引くことができ、税

額そのものを減らすことができます。

②その年の法人税額の20％が限度で、そ

れ以上の税額控除はできませんが、1年

間の繰り越しは認められます。

どちらを選択するかは、その年の資金事情、

法人税額、次期以降の利益予測などを総合的

に考慮して決定してください。

■

■■■


